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一般社田法人長野県票剤師会長    > 榛

一般社団法人長野県医師会長
一般社団法人長野県歯科医師会長

公益社団法人長野県看護協会長

O一 般社団法人長野県廟床後査技師会長

医療機関等におけるフロウイブレスの院内感染予防対策の徹底について (通知)

このことについて 平 成 28年 11月 30日付けで厚生労働省医政局地域医療計画課から

別添のとおり事務運絡がありました

つきましては al了知いただくとともに 貨 会会員に対する局知について御配意願いま

す 。

なお 保健福祉事務所長には別添のとおり通知しました。

担 当

電 話

FAX
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長野県IRA福祉部医療推進課

尾B 信 久 (課長) 関 日裕喜 (担J

0262357145(直 通)

026-228-7106
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庭求機関等におけるノロウイルスの院内感染予防対策の徹底について

感染性目撮次については 例 年 12月 中旬にど―クになる傾向であり 特 に

ノ'ウ イタレスによる感共性日瞬次に注意が必要になるため 「感染性胃撮次の抗

行に伴 うノロウイルスの感染予防対策の啓発についてJ(平 成 28年 11月 228

付け厚生労働省億康局結核感英症報 医 薬 生 活行空局生活行生 食 品安全部

監視安全RR車務連絡)に より 忘 染予防対策の啓発について通知されています。

■課にお力t■ては、「医Fr機関等における院内感染対策について」(平成 26年

12月 19日付け医政地発 1219第 1号 厚生労働省医政局地域ほ茨計画課長通知)

害を参考に 所 甘の医療機関年に対し、更なる手沈いの徹底や 其 便 吐 物の

適切な処理等の感染予防対策について五ねて周知徹底するとともに 医 療機関

車に対し 院 内感染によるノ'ウ イルスの集団感典を疑 う場合や 院 内感染と
の困呆関係が否定できない死亡事例が発生 した場合は 速 やかに管態保的所に

報告し、迅速な対応に当たっての助言等を受けるよう周知をお願いします.
また 院 内感染対策主管課におかれましては 感 染症対策士誉課と連携 して

対処をお庸いします。なお 所 管の医療機関等においてノ'ウ イルスに関する

報道発表等を行 ラ場合には 当 課に情報携供をお願いします。

(参考)

Oノ ロウイ′レス検出状況 2016/17シーズン (国立な染症研究所)
にtt。://H H nih とo jy.iid/づ a/iasI―ho■O ht■1

0ノ ロウイルスに関するo鉛 (最終改定 :拘抗28年 11月 IS日 )
tヽt,:/フヽ■_nlliv 的 う。/stげseisakunitsuito/bu■Fa/kenrou_iryou/shttuh
in/syokuchu/kanren/▼obou/●40204-l html

O恐 発性目腸久の流行に伴 うノ,ウ イルスの感染予防対策の啓受について

(平成 28年 11月 22日 付け厚生労lHH省健康局秘 英症認 医 薬 生 活

術生局生活衛生 交 品安全部硫祝安全課事務避絡)

和中

厚生労働省医政局地域医療計画課

厚生労価省区政局地域医療計画課

災毎時医師害派遣調整専F5官 小 容
べき地医療係 中 瀬 中 村
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感染性胃腸炎の流行に■ うノロウイルスのほ業予lt対策の啓発について

慮染性目陽炎の息者発生は 例 年 12月 の中旬頃にピークとなる傾向があり

ます。この時期に発生する感染性肩暢次の うち、特に集団発生例の多くは、ノ
rウ イルスによるものであると推観!されてお り (※1)タ ロウイルスによる感

湾性口腸炎や食中毒の発生動向には注意が必要となりまれ
つきましては ノ ロクイルスによる感染性胃腸炎が急増するシーズンに柿え
「フロウイタレスに関,‐る亜的 (平成 16年 2月 4日 十均戎 米 2)及 び 「ノロウイ

ルス等の食中毒予防のための適切な手洗い (動画)J(※ 3)等 を参考に、手沈
いの様底 糞便 「■Hの 適切な処理学の感英予防対策の啓発に努めるようお願
いしま,■

また こ れまでな業者が資品の前理に従事することによる食中毒も多発して
いることから 珀 技19年 10月 12日付け医薬資品局食品安全部長通知 「フロク

ィ
ルス食中毒対策についてJ等 を参考にノ,ウ イルスによる交中茅の授生F/j止

対策にも留意願います。

「参考j

(※1)ノ 'ウ イルス等検出状況 201717シ ーズン

中 /1とS,い。ro himl

(X2)ノ ,ウ イルスに関するはA(最 終改定 :平r128年 11月 lS P)
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(※3)ノ 'ウ イタレス年の■中毒予防のための適切な手抗い (動画)
hllJを/フヽNv ァoutube conノvratch?v‐z7if nsYVdMミfoature―



l●健福祉事務所長 横

(写)
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平成 28年9016012月 2日

健康福祉部長

(公印省路)

医療機関等におけるノロウイルスの院内感染予防対策の徹底について

(通知)

このことについて 平 成 28年 11月 30日付けで厚生労働省医政局地域医l●計画課から

別添のとおり事務速結がありました

つきましては FP了知いただくとともに 「医療機関等における院内感染対策についてJ

(平成 26年 12月 19日医政地売 1219第1号厚生労働十医政局地域医療計画課長逆知)等

を参考に 員 管下の医療機関に対し 更 なる手洗いの徹底や 糞 便 吐 物の適切な処理等

の感染予防対策について重ねて周知徳底するとともに 院 内感果によるノロウイルスの集

田感染を疑うlB合や 院 内感染との因果関係が否定できない死亡事例が発生した場合は

速やかに管密保健所に報告し 受 接を受けるよう用知願います

また 所 管の医療機関尊においてノロウイルスに関する報道発表尊が行われる場合には

当課から「生労働省医政局地域医療計画課に情報提供致しますので 当 無まで情報控供願

います。

なお 閃 Fr機関には別添のとおり通知しました。

担 当 :長野県II「康福祉鄭医療推進課

尾島 信 久 (FFR長) 関 日裕喜 (担当)

電 話 10262857145(直 通)

FAX:0262237106
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